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＝ 事業所用マイページ 操作手順 ＝

宮崎県福祉人材センター



業務①：事業所情報　マイページ登録

凡例
セ事 ：福祉人材センター：事業者

福祉のお仕事ホームページにアクセス

手順1

手順2

手順1：下記URLより「福祉のお仕事ホームページ」にアクセスする。

https://www.fukushi-work.jp/

手順2：表示された画面より、①「事業所の方」を選択する。

①

事業所の方を選択

事

事

新規登録を選択

手順3 事

手順2：表示された画面より、①「新規登録」ボタンを押下する。

①

1 ページ



業務①：事業所情報　マイページ登録

1-3-1

1-3-2

中略

①

②

登録先都道府県の選択

手順4

手順4：表示された画面より①「登録先都道府県」の「宮崎県」を選択し、

②「次へ」ボタンを押下する。

①

手順5

手順5：表示された画面より、「福祉のお仕事 事業所マイページ」利用規約を

確認し、①「上記の内容に同意する」ボタンを押下する。

利用規約の確認と同意

事

事

宮崎
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業務①：事業所情報　マイページ登録

1-3-3

手順6

手順6：表示された画面より、事業所の基本情報を登録し、入力が完了したら

①「入力内容を確認する」ボタンを押下する。

①

中略

事業所基本情報の登録

事
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業務①：事業所情報　マイページ登録

1-3-4

1-3-5

①

手順7

手順7：確認後、内容に問題がなければ①「この内容で登録する」ボタンを押下す

る。

手順8

手順8：ここで事業所基本情報の登録完了。

事業所基本情報の内容確認

事業所基本情報の登録完了

(センターへの申請完了)

事

事

中略
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業務①：事業所情報　マイページ登録

3-2-4

14-1-1

手順９

手順９：事業所からの申請を受け、福祉人材センターによる申請事業所の承認作業。

承認後は、登録したメールアドレス（ログインID）宛にシステムから

メールを送信する（承認作業には日数を要します）。

手順1０

手順1０：メール本文に記載された①「URL」を押下して、マイページログイン画面

に進む。

未承認事業所の承認完了

登録完了メールの受信

セ

事

①
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1-1-1

1-2-1

業務②：事業所マイページのログイン情報変更（パスワード_紛失）

凡例 セ事 ：福祉人材センター：事業者

パスワードの忘れ

手順１
手順１：パスワードを忘れた場合、事業所マイページログイン画面で

①「パスワードを忘れた方はこちら」を選択する。

（ログインIDをお忘れの場合は宮崎県福祉人材センターへご連絡ください）。

①

手順２

手順２：表示された画面より、①「メールアドレス（ログインID）」を２回入力し、

②「パスワードを再設定を申請する」ボタンを押下する。

①

②

注意：複数の事業所を管理している事業所のログインIDについて

このシステムで取得できるログインIDは１つ。

複数管理している事業所は1つのアドレスで複数の

事業所を管理するため、特殊なログインIDを設定をしている。

下記に記載のアンダーバーで部分の＃から始まる３ケタの番号を

複数設定することにより、

１つのメールアドレスで複数IDを保有することが出来る設定をしている。

メールアドレス ： ○○○○○＠○○.CO.JP#000

パスワード再設定の申請

事

事
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業務②：事業所マイページのログイン情報変更（パスワード_紛失）

1-2-2

14-1-6

1-2-3

手順５
手順５：表示された画面より、①「新しいパスワード」を2回入力し、

②「パスワード変更する」ボタンを押下する。

手順４

手順４：メール本文に記載されている①「URL」を押下する。

①

手順３

手順３：パスワード再設定の申請が完了。

①

②

パスワード再設定の申請完了

メールの受信

パスワードの再設定

事

事

事
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業務②：事業所マイページのログイン情報変更（パスワード_紛失）

1-2-4

パスワード再設定完了

手順６

手順６：ここでパスワードの再設定が完了。

事
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業務③：事業所マイページ修正の登録

事業所マイページにログイン

手順１
手順１：事業所マイページログイン画面で①「ログインID」と「パスワード」を

入力し、②「ログイン」ボタンを押下する。

①

②

基本情報登録画面を表示

手順２

手順２：表示された画面より、①「基本情報の修正」ボタンを押下する。

中略

①

凡例
セ事 ：福祉人材センター：事業者

1-1-1

事

事

1-1-2
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業務③：事業所マイページ修正の登録

中略

事業所基本情報の修正

手順３

手順３：表示された画面より、該当部分の情報を修正する。修正が完了がしたら

①「入力内容を確認する」ボタンを押下する。

登録内容の確認

手順４

手順４：確認後、内容に問題がなければ①「この内容で登録する」ボタンを押下する。

①

事業所基本情報の修正完了

（センター・バンクへの申請完了）

手順５

手順５：ここで事業所基本情報の修正完了。

事

中略

①

1-3-3

事

事

1-3-4

1-3-5
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業務③：事業所マイページ修正の登録

事業所基本情報修正の承認完了

手順６

手順６：事業所からの申請を受け、福祉人材センターによる基本情報修正の承認作業。

承認後は、登録したメールアドレス（ログインID）宛にシステムから

メールを送信する（承認作業には日数を要します）。

修正完了メールの受信

手順７

手順７：メール本文に記載された①「URL」を押下して、マイページログイン画面

に進む。

3-2-3

セ

3-2-4

事

14-1-2
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1-1-1

1-1-2

1-1-2

業務④：求人票の登録（新規求人）

凡例
セ事

：福祉人材センター：事業者

事業所マイページにログイン

手順１

手順１：求人事業所マイページログイン画面から、

①「ログインID」と「パスワード」を入力して、

②「ログイン」ボタンを押下する。

①

②

求人票登録画面を表示

手順２

手順２：表示された画面より①「求人票の新規申請」ボタンを押下する。

事

事

①
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業務④：求人票の登録（新規求人）

1-5-3

1-5-4

1-5-5

中略

①

求人票の入力（step1～5）

手順３

手順３：求人票の入力は６ステップで構成され、

各ステップが完了したら「次に進む」ボタンを押下し、

次のステップに遷移する。

【下書き保存した場合】

◆下書き保存した場合は、 ” 手順２ ” の「下書き」に

カウントされる。

◆入力を再開したい場合は、②「下書き」の件数をクリックし、

表示された一覧より該当する求人票を選択し入力を再開する。

登録内容の確認（step6）

手順４

手順４：ステップ6の画面が表示されたら、入力内容を確認して

問題がなければ①「この内容で申請する」ボタンを押下する。

ステップ２～５は、 (p.15）を

御参照ください。

求人票の申請完了

手順５

手順５：ここで求人票の申請が完了。

事

事

事

省略

①

参考 求人票登録の概要
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業務④：求人票の登録（新規求人）

14-1-7

求人票新規登録通知メールの確認

手順７

手順７：システムから事業所へ「求人票新規登録通知メール」を送信する。

求人票の承認完了

手順6
セ

事

手順６：事業所からの申請を受け、福祉人材センターによる求人票の承認作業。

承認後は、登録したメールアドレス（ログインID）宛にシステムから

メールを送信する（承認作業には日数を要します）。
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業務④：求人票の登録（新規求人）

ステップ４
賃金・時間等

・賃金（基本給・手当・賞与）、勤務体制・時間、週労働時間、時間外勤務、休日、社会
保険、退職金制度、定年制度など

ステップ５
応募・選考

・応募方法、募集期間、採否決定予定日、選考方法、問合せ先、求人票公開範囲など

ステップ６
入力確認

・ステップ２～５で入力した内容の確認

ステップ２
就業場所

・就業先所在地、通勤方法、事業所間異動、実施事業など

ステップ３
職種・条件

・職種、雇用形態、雇用期間、試用期間、募集人数、資格要件、福祉関係業務経験、
学歴、新卒学生の取扱い、年齢など

ステップ 内容
ステップ１
取扱範囲

・職業紹介の取扱範囲についての注意
・求人票の有効期限についての注意事項

参考 求人票登録の概要 求人票の登録は、ステップ１～ステップ６までの入力必須項目を全て入力する必要があります。

※ ステップごとに求人内容を入力し、「次に進む」をクリックし、

ステップ６まで進んでください。

※ 入力事項の「 ∨」表記はプルダウンで選択式、

「〇」は選択式（有・無）など、

それ以外は、入力が必要です。

※ 入力事項の前に「■」が表記されている項目は必須です。

例：■就業先（予定）の数

なお、必須項目以外でも、求職者へより詳しい求人情報を提供するため、

入力をお願いします。必須項目の入力情報により必須項目に指定されてい

ない（■ の表記がない）項目も入力が必要となる場合があります。

※ システムのセキュリティ上、ログイン後、何も操作しなかった場合、

約２０分で自動的にログアウトされ、それまでの操作が無効となります。

操作を中断する場合は、「下書き保存」活用してください。

※ 入力内容に不備がある場合は、次のステップに進むことができません。

赤字でエラー（不備内容）が表示されますので、再度入力後、「次に進む」

をクリックし、次のステップへ進んでください。

（参考 ステップ２）

次のステップへ

「次に進む」
「下書き保

存」する場合

前のステップ

に戻る場合

■：入力必須

プルダウンで選択

いずれかの「〇」をクリックで選択

ステップ２～５までの画面です。実際のシステム画面を確認しながら、操作を行ってください。
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業務④：求人票の登録（新規求人）

ステップ３
職種・条件

・職種、雇用形態、雇用期間、試用期間、募集人数、資格要件、福祉関係業務経験、
学歴、新卒学生の取扱い、年齢など

（参考 ステップ３）

職務内容は、

詳細に御記

入ください。

募集人数は、同一求人です。

求人内容が異なる場合は、別

の求人票の作成が必要です。

ステップ３の入力が完了した

ら、「次に進む」をクリックし、

ステップ４の入力画面に進み

ます。
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業務④：求人票の登録（新規求人）

ステップ４
賃金・時間等

・賃金（基本給・手当・賞与）、勤務体制・時間、週労働時
間、時間外勤務、休日、社会保険、退職金制度、定年制
度など

（参考 ステップ４）

一律手当（内訳）は、手当

毎に御記入ください。

例：資格手当 10,000円

勤務時間が複数ある場合は、御

記入ください。

例） 6:30～15:30

9:00～18:00

17:00～32:00（翌8:00）

手当・賃金等の条件があれば

御記入ください。

例）

通勤手当 10,000／月（上

限）

ステップ４の入力が完了した

ら、「次に進む」をクリックし、
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業務④：求人票の登録（新規求人）

ステップ５
応募・選考

・応募方法、募集期間、採否決定予定日、選考方法、問合せ先、求人票公開範囲など

1-1-11-1-21-3-31-3-41-3-53-2-414-1-2

（参考 ステップ５）

ステップ５の入力が完了した

ら、「次に進む」をクリックし、

ステップ６の確認画面に進み

ます。
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1-1-1

1-1-2

業務⑤：求人票登録（下書き保存経由）

凡例 セ事
：福祉人材センター：事業者

事業所マイページにログイン

手順１

手順１：求人事業所マイページログイン画面から、

①「ログインID」と「パスワード」を入力して、

②「ログイン」ボタンを押下する。

①

②

下書き保存画面の表示

手順２

手順２：表示された画面より、①下書きの「件数」を選択する。

①

事

事
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業務⑤：求人票登録（下書き保存経由）

1-5-1

1-5-2

閲覧画面の表示

手順３

手順３：表示された画面より、該当する①「求人票番号」を選択する。

事

事

手順4：表示された画面より①「下書き編集」ボタンを押下する。下書きの編集

手順4

①

①

事
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業務⑤：求人票登録（下書き保存経由）

1-5-3

1-5-4

1-5-5

求人票の入力（step1～5）

手順5

手順５：画面内の入力等が完了したら「次に進む」ボタンを押下して

次のステップに進む（ステップは1～5）。

省略

【下書き保存した場合】

下書き保存した場合は、【手順２】の②「下書き」に

カウントされる。

入力を再開したい場合は、②「下書き」の件数をクリックし、

表示された一覧より、概要の求人票を選択し、

入力を再開する。

登録内容の確認（step6）

手順6

手順6：ステップ6の画面が表示されたら、入力内容を確認して

問題がなければ①「この内容で申請する」ボタンを押下する。

①

求人票の申請完了

手順7

手順7：ここで下書き保存した求人票の申請が完了。

事

事

事
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業務⑥：求人票の変更

凡例 セ事 ：福祉人材センター：事業者

事業所マイページにログイン

手順１

手順１：求人事業所マイページログイン画面から、

①「ログインID」と「パスワード」を入力し、

②「ログイン」ボタンを押下する。

①

②

事

求人票一覧画面を表示

手順２

手順２：表示された画面より、①「求人票一覧」の件数を選択する。

省略

①

事

1-1-1

1-1-2

22 ページ



業務⑥：求人票の変更

求人票の選択

手順３

手順３：修正を行う求人票の①「状態」を選択し、②「求人票番号」を押下する。

①

②

求人票の確認

手順４

手順４：確認後、①「修正」ボタンを押下する。

①

事

1-5-1

事

省略

①

1-5-2

【修正できない項目】

■ 職種

■ 募集人数

■ 新卒学生の取扱

■ 募集期間

上記の項目を変更する場合は、求人票の抹消（P.31）を行い、

再利用新規（P.26）で再度、求人票を作成する必要があります。
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業務⑥：求人票の変更

求人票の修正（step1～5）

手順５

手順５：求人票の入力は６ステップで構成され、各ステップが完了したら

「次に進む」ボタンを押下し、次のステップに遷移する。

【下書き保存した場合】

下書き保存した場合は、 ” 手順２ ” の「下書き」にカウントされる。

入力を再開したい場合は、「下書き」の件数をクリックし、表示された

一覧より、概要の求人票を選択し、入力を再開する。

登録内容の確認（step6）

手順５

手順５：ステップ6の画面が表示されたら、入力内容を確認して

問題がなければ①「この内容で申請する」ボタンを押下する。

省略

①

求人票の修正申請完了

手順６

手順６：ここで求人票の修正申請が完了。

事

省略

事

1-5-3

1-5-4

事

1-5-5
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1-1-1

1-1-2

業務⑦：求人票の継続（求人の再利用）

省略

凡例 セ事
：福祉人材センター：事業者

事業所マイページにログイン

手順１

手順１：求人事業所マイページログイン画面から、

①「ログインID」と「パスワード」を入力し、

②「ログイン」ボタンを押下する。

①

②

求人票一覧画面を表示

手順２

手順２：表示された画面より①募集終了の「件数」を選択する。

①

事

事
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業務⑦：求人票の継続（求人の再利用）

1-5-1

1-5-2

求人票の選択

手順３

手順３：表示された画面より①継続する求人票の「求人票番号」を押下する。

①

再利用新規の選択

手順４

手順４：表示された画面より①「再利用新規」ボタンを押下する。

省略

①

事

事

事
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業務⑦：求人票の継続（求人の再利用）

1-5-3

1-5-4

1-5-5

求人票の登録（step1～5）

手順５

登録内容の確認（step6）

手順６

手順６：ステップ6の画面が表示されたら、入力内容を確認して

問題がなければ①「この内容で申請する」ボタンを押下する。

求人票の継続申請完了

手順７

手順７：ここで求人票の継続申請は完了する。

手順５：求人票の内容を確認し、必要に応じて修正する。

事

事

事

省略

【下書き保存した場合】

下書き保存した場合は、 ” 手順２ ” の「下書き」にカウントされます。

入力を再開したい場合は、「下書き」の件数をクリックし、表示された

一覧より、概要の求人票を選択し、入力を再開する。

中略

①
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1-1-1

1-1-2

業務⑧：求人票の申請取下げ

凡例 セ事
：福祉人材センター：事業者

事業所マイページにログイン

手順１

手順１：求人事業所マイページログイン画面から、

①「ログインID」と「パスワード」を入力し、

②「ログイン」ボタンを押下する。

求人票一覧画面を表示

手順２

手順２：表示された画面より①申請中の「件数」を選択する。

①

①

②

事

事

省略

①

28 ページ



業務⑧：求人票の申請取下げ

1-5-1

1-5-2

求人票の選択

手順３
手順３：表示されている画面より、申請を取り下げる求人票の

①「求人票番号」を押下する。

求人票の申請取下げ

手順４

手順４：表示されている画面より、①「取り下げ」ボタンを押下する。

①

①

省略

①

事

事
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1-1-1

1-1-2

業務⑨：求人票の抹消

凡例 セ事 ：福祉人材センター：事業者

事業所マイページにログイン

手順１

手順１：求人事業所マイページログイン画面から、

①「ログインID」と「パスワード」を入力して、

②「ログイン」ボタンを押下する。

①

②

求人票閲覧画面の表示

手順２

手順２：抹消する求人票を選択する。

求人票が有効な場合 ： ①有効の「件数」を選択する。

求人票が募集終了している場合 ： ②募集終了の「件数」を選択する。

① ②

事

事
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業務⑨：求人票の抹消

1-5-1

1-5-2

求人票の選択

手順３

手順３：①抹消する求人票の「求人票番号」を選択する。

求人票が有効な場合 ： 手順4から実施

求人票が募集終了している場合 ： 手順6から実施

求人票の期限
終了

有効

募集の終了 手順４：表示された画面より、①「募集終了」ボタンを押下する。

①

①

手順４

事

事

事
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業務⑨：求人票の抹消

1-5-10

1-5-2

募集終了が完了 手順５：ここで募集終了作業が完了。

手順7を実施する。

手順５

抹消申請 手順６：表示された画面より①「抹消申請」ボタンを押下する。

手順６

①

事

事
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業務⑨：求人票の抹消

1-5-10

1-5-11

登録内容の確認

手順8

手順8：確認後、内容に問題がなければ①「抹消申請する」ボタンを押下する。

採否結果の確認

手順7：求人票を抹消する場合は、採否を全て登録していることが条件になる。

①「採否結果」を確認して採否を登録していない者の②「編集」ボタンを

押下する。

次に、他機関からの採用状況を③「編集」ボタンを押下して登録する。

全ての採否を登録したら④「入力内容を確認する」ボタンを押下する。

手順7

①

③

②

④

①

事

事
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業務⑨：求人票の抹消

1-5-12

求人票の抹消申請完了

手順9

手順9：ここで事業所による求人票の抹消作業が完了。

事
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平成３０年１２月

「福祉のお仕事」 ＝ 事業所用マイページ 操作手順 ＝

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 宮崎県福祉人材センター

〒880-8515 宮崎市原町2-22 宮崎県福祉総合センター 人材研修館１階

TEL：０９８５－３２－９７４０ FAX：０９８５－２７－０８７７

じんザイくん
ふくしの仕事を応援する

宮崎県福祉人材センターの

キャラクターです。


